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更なる感染症対策等のための「全面オンライン授業」の重点実施の延長について 

  

日頃より、本市の教育施策並びに各学校の教育活動につきまして、御理解と御協力を賜り、厚く御礼

申し上げます。 

さて、現在本校では、感染対策の一環として「全面オンライン授業」を行っておりますが、依然とし

て清瀬市立学校の児童・生徒並びに関係者にも多数の感染者及び濃厚接触者が出ている状況です。これ

を受け、清瀬市では更に対策を継続していくことが必要と判断し、「全面オンライン授業」を下記の通り

継続することにいたしました。現時点では、児童・生徒の心理的負担や学びの保証を考慮し、感染対策

を徹底した上で、２月２１日（月）からは、まん延防止等重点措置実施の有無に関わらず、対面授業、

通常通りの給食を実施する予定です。（感染状況により、さらなる再延長の可能性もあります） 

保護者の皆様におかれましては、オミクロン株による若年層への感染事例や家庭内感染の事例が増え

ていることなどを踏まえ、感染拡大防止の観点から、引き続き「全面オンライン授業」に参加すること

への可能な限りの御協力をお願いいたします。 

つきましては、延長期間の「全面オンライン授業」への参加について、現在選択していただいている

方法（下記①②③）の変更を希望される場合は、２月８日（火）までに学校まで御連絡をお願いいたし

ます。また、変更を希望されない場合、御連絡をいただく必要はありません。 

 なお、この期間中は、やむを得ず登校する児童も含め、すべての児童が出席停止扱いとなり、欠席の扱

いにはなりません。 

 

記  

 

１ 本校の「全面オンライン授業」の延長期間 

令和４年２月１６日（水）から２月１９日（土）の３校時まで 

【２月２１日（月）からは、原則として対面による授業、給食を再開します。（感染状況により、さら 

なる再延長の可能性もあります）】 

 

２ 全面オンライン授業の変更希望について 

（１） 内 容 現在、以下のいずれかを選択いただいています。 

①自宅でオンライン授業を受け、登校しない（給食もなし）。 

②自宅でオンライン授業を受け、給食を食べる時間だけ登校する。 

③（御家庭の御都合等により）登校して教室でオンライン授業を受け、給食も食べる。 

        上記、①②③について、２月１６日（水）～１９日（土）の実施方法に変更の希望があ

る場合には、２月８日（火）までに、各担任まで御連絡をお願いいたします。 

        変更を希望されない場合は、御連絡をいただく必要はありません。 

（２） 留意点 ○全面オンライン授業の継続に伴い、２月１９日（土）の授業公開は中止し、公開なし   

の全面オンライン授業（３校時まで）を行います。２月１９日（土）は、原則として

上記③のお子様については、全面オンライン授業期間中と同じ時間帯に登校させてく

ださい。③のお子様のうち、もし、１９日（土）のみ①を希望される場合は、別途各

担任まで御連絡ください。なお、当日は３校時終了後、下校または学童となります。 

〇延長期間中の詳しい学習予定等は、あらためて各担任よりお知らせいたします。 

〇給食について、上記①を選択した場合、この期間の給食費を返金します。②③の場合   

には、返金せず、原則として予定献立表のメニューを提供します。 

        〇学童クラブ、まなべーに関しては利用登録者の方に別途連絡がいくとのことです。 

 

 

〔担当〕清瀬市立清瀬第十小学校 副校長 髙橋 浩一 
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